
（1）日本再興戦略における位置づけ
　政府は「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」（平成
25 年 6 月 14 日閣議決定）において、海外の優れた人
材や技術を日本に呼び込み、雇用やイノベーションの
創出を図るため、日本国内の徹底したグローバル化を
進めるとともに、「2020 年における対内直接投資残高
を 35 兆円へ倍増（2012 年末時点 17.8 兆円）すること
を目指す」との政府目標を決定した。
　また、「日本再興戦略改訂版」（平成 26 年 6 月 24 日
閣議決定）では、対内直接投資残高倍増に向けた推進
体制の強化が新たに決定された。具体的には、①対日
直接投資推進会議を司令塔として、投資案件の発掘・
誘致活動、必要な制度改革の実現に政府横断で取り組
むことや、②在外公館・JETRO が連携して、海外現
地における誘致案件創出活動を強化すること、③関係

省庁と連携した JETRO のワンストップ支援機能の強
化すること、④総理・閣僚によるトップセールスを先
進的な地方自治体とも連携しつつ戦略的に実施するこ
となどが盛り込まれた。

（2）成長戦略進化のための今後の検討方針
　平成 27 年 1 月 29 日に開催された産業競争力会議で
は、成長戦略の更なる進化に向けた今後検討すべき課
題として「成長戦略進化のための今後の検討方針」が
決定された。その中では、対内投資環境の改善に資す
る制度改革を迅速に実現していくことに加えて、関係
省庁、関係機関、地方自治体等が連携し、誘致機能を
強化するとともに、国内市場の更なる成長・活性化が
期待される分野への重点的誘致プロモーションの実施
を検討することが盛り込まれた。

　国際的な立地競争力を高めて、外国企業による日本
への投資を呼び込むには、経済連携によりモノ・サー
ビス・投資の国境を越えた移動の障害を取り除くとと
もに、法人実効税率の引下げや規制・制度改革により
事業活動コストを低減するなど、総合的な取組が必要
となる。

（1）法人税改革
　OECD やアジア諸国の法人実効税率は、日本と比
較して低く、OECD 諸国の平均は 25％程度である（第
Ⅲ-3-2-2-1 表）。
　平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定された「経済財政運
営と改革の基本方針 2014」では、「日本の立地競争力
を強化するとともに、我が国企業の競争力を高めるこ
ととし、その一環として、法人実効税率を国際的に遜
色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重
点を置いた法人税改革に着手する。
　そのため、数年で法人実効税率を 20％台まで引き
下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始

する。財源については、アベノミクスの効果により日
本経済がデフレを脱却し構造的に改善しつつあること
を含めて、2020 年度の基礎的財政収支黒字化目標と
の整合性を確保するよう、課税ベースの拡大等による
恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を
進め、具体案を得る。
　実施に当たっては、2020 年度の国・地方を通じた
基礎的財政収支の黒字化目標達成の必要性に鑑み、目
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1．政府目標

2．規制・制度改革の推進

法人実効税率 2000 年 2014 年
OECD 約 34％ 24.98％

アジア 約 28％ 22.17％

日本
標準税率ベース 約 41％ 34.62％→ 32.11％

(2015 年 4 月－)
備考１：�OECD 主要国の法人実効税率（2014 年）はアメリカ（カリフォル

ニア州）40.75％、フランス 33.33％、ドイツ（全ドイツ平均）
29.66％、中国 25.00％、韓国（ソウル）24.20％、イギリス
20.00％、シンガポール 17.00％となっている。（財務省資料）

備考２：�アジアとは、中国、香港、インドネシア、韓国、マレ－シア、フィ
リピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムの 10 か国・地域。

備考３：�法人実効税率は、東京都の場合、2000 年は約 42％、2015 年４月
からは 35.64％から 33.06％へ引き下がった。

資料：KPMG�Corporate�tax�rates�table 等より経済産業省作成。

第Ⅲ-3-2-2-1 表　法人実効税率の国際水準
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標達成に向けた進捗状況を確認しつつ行う。」ことが
盛り込まれた。それを踏まえ、平成 27 年度税制改正
の大綱において、国・地方を通じた法人実効税率（現
行 34.62％）は、平成 27 年度に 32.11％（▲ 2.51％）、
平成 28 年度に 31.33％（▲ 3.29％）とすることを決定
した。

（2）規制改革会議
　規制改革会議では、平成 25 年 7 月に貿易・投資等
ワーキンググループが設置され（平成 26 年 9 月以降
は投資促進等ワーキンググループに改組）、対日直接
投資の促進を重点事項の 1 つと位置づけ、国内外のヒ
ト・モノ・資金・情報の流れを円滑化するための規制
改革を進めてきた。
　例えば、従来、外国企業が日本において子会社等を
設立する際、設立登記を行うには代表者のうち少なく
とも 1 名は日本に住所を有している必要があるため、
いずれの代表者も日本に住所を有していない場合には
設立登記をすることができない、法人登記がないと在
留資格が得られず日本で住所を取得することができな
い、という問題が指摘されていた。これを受けて「規
制改革に関する第 2 次答申」（平成 26 年 6 月 13 日規
制改革会議）及び「規制改革実施計画」（平成 26 年 6
月 24 日閣議決定）でこれらの規制の見直しが盛り込
まれた。これを踏まえ、平成 27 年 3 月に、内国会社
の代表者のうち少なくとも 1 名は日本に住所を有して

いなければならないとする取扱いが廃止され、更に法
務省令の改正により平成 27 年 4 月から、在留資格の
申請の際、法人登記が完了していない場合でも、事業
の開始がほぼ確実と認められれば、登記事項証明書の
写しの提出を求めないこととした。

（3）国家戦略特区
　政府は、国家戦略特区を活用し、規制改革等を総合
的かつ集中的に推進することにより、国内にヒト・モ
ノ・カネを呼び込むための事業環境整備を進めている。
　平成 27 年 4 月には、外国人等の開業を促進するた
め、東京圏国家戦略特別区域会議の下に、国及び東京
都が運営主体となり、「東京開業ワンストップセン
ター」が開設された。同センターには、政府職員等が
常駐し、法人登記や税務、年金・社会保険、在留資格
認定証明等に係る申請窓口が一元化されている。

（4）外国企業の日本への誘致に向けた 5つの約束
　平成 27 年 3 月には、安倍総理出席の下、対日直接
投資推進会議が開催され、対内直接投資拡大に向けて
重点的に取り組む項目として「外国企業の日本への誘
致に向けた 5 つの約束」を決定した（第Ⅲ-3-2-2-2
図）。「5 つの約束」には、小売業等の多言語化や海外
から日本に重要な投資をした企業を対象に副大臣等を
相談相手につける企業担当制の創設に向けた取組など
が盛り込まれている。

第Ⅲ-3-2-2-2 図　外国企業の日本への誘致に向けた 5つの約束

◆本年３月、「外国企業の日本への誘致に向けた５つの約束」をとりまとめ
◆外国企業から利便性向上を求められてきた事項について、2015 年度から早速改善に取り組む

１．日常生活における言語の壁の克服 ２．インターネットの接続環境の向上

３．地方空港のビジネスジェット受入れ ４．海外から来た子弟の教育環境の充実

５．外国企業からの相談への対応強化

・企業担当制：日本に重要な投資をした外国企業に対し、副大臣を相談相手に付ける制度を創設

・小売店：QR コードを活用し、携帯電話で英
語など多言語の情報を読み出せる仕組みを構
築

・飲食店：外国人の利用が多い店舗で多言語の
メニューの用意が一般的になるよう目指す

・税関・出入国審査・検疫（CIQ）：CIQ 事務所
に対する事前連絡期限が２週間前の地方空港
について、1週間前に半減することを検討

・無料公衆無線 LAN：訪日外国人が、我が国
通信キャリアとの契約無しに、街中のいろ
いろな場所で、簡単に利用できる環境の実
現を目指す

・インターナショナルスクール：各種学校
（授業料への消費税が非課税となるなどの
メリットがある）の認可が得られやすくな
るよう、都道府県に対し、認可基準の緩和
を促す

資料：内閣官房作成資料「アベノミクス：改革の断行」より抜枠。
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（1）諸外国の企業誘致体制
　近年、グローバル企業の誘致を巡る国際競争は激化
しており、対日直接投資の拡大を実現するには、国内
事業環境の整備を進めるとともに、誘致体制を強化す
ることが不可欠である。シンガポールや韓国などにお
いては、中核的な誘致機関の体制強化に力を入れてお
り、我が国においてもこれらと遜色のない体制整備を
進めていくことが課題となっている。

（2）産業スペシャリスト事業
　政府の外国企業誘致体制を強化するため、経済産業
省では、平成 26 年度から産業スペシャリスト事業を
開始した（平成 26 年度予算 15.3 億円）。
　同事業では、誘致競争の対象となっているグローバ
ル企業に対する営業力を強化するため、個別業種に関
する知識・ノウハウ・ネットワークを有し、外国企業
の経営者と対等に交渉できる産業スペシャリストを活
用し、JETRO 海外事務所との連携による能動的な誘
致活動を展開している。

　平成 26 年度は、産業スペシャリストを活用して、
外国企業 3,000 社以上にアプローチを行いつつ、対日
投資が見込める外国企業に対して、具体的な投資計画
等を提案し、日本市場に関する情報や生活関連情報等
を提供すること等により、大型の投資案件等の誘致を
実施している。

（3）トップセールス
　政府においては、外国企業に対する広報活動を強化
するべく、外国企業誘致に積極的な地方自治体の首長
とともに、トップセールスを実施している。平成 26
年 5 月にはロンドン、9 月にはニューヨークにおいて、
安倍総理出席の下、対日投資セミナーを開催し、日本
市場の魅力や政府の取組、国内各地域の優位性や投資
インセンティブ等に関する情報を発信した。また、平
成 27 年 5 月には、ロサンゼルスにおいて、安倍総理
出席の下、日米経済フォーラムを開催し、対内直接投
資により日米経済関係を強化していくことを発信した
（第Ⅲ-3-2-3-1 図）。

3．外国企業誘致体制の強化

第Ⅲ-3-2-3-1 図　外国企業誘致における広報活動例

出典：ジェトロHP

出典：ジェトロHP

2014 年９月 23 日「ニューヨーク対日投資セミナー」

2014 年５月１日「ロンドン対日投資セミナー」

○外国企業の誘致に積極的な地方自治体の首長が、総理・閣僚の
参加を得てトップセールスを実施。

安倍総理欧州出張の機会に合わせ、対日投資施策の先進自治体で
ある４自治体（広島県、三重県、神戸市、福岡市）の首長が対日
投資を呼びかけ。各地域の優位性、ビジネス環境及び投資インセ
ンティブ等に関する最新の情報を提供。

安倍総理訪米の機会に合わせ、アベノミクス第２章の重
点である地方創生の担い手として、４自治体（和歌山
県、十日町市（新潟県）、京都市、美作市（岡山県））の
首長が対日投資を呼びかけた。

資料：経済産業省作成。
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